
国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー
ン
株

式
会
社

東
京
都
江
東
区
木
場
五
丁
目
十
番
十
一
号

直
営
店
舗
及
び

加
盟
店
舗
に
お

け
る
収
納
事
務

「

を

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ

ス

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十
七
号

〃

」

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ

ス

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十
七
号

直
営
店
舗
及
び

加
盟
店
舗
に
お

け
る
収
納
事
務

「

に
」

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
年
月
日

種

類

題

名

制

作

社

名

又
は
配
給
社
名

指

定

理

由

令
三
・

一
一
・
一
九

映

画

日
本
の
痴
漢

新
東
宝
映
画

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

発
情
物
語

幼
馴
染
は
ヤ
リ
盛
り

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

痴
漢
集
団

快
楽
の
と
り
こ

新
東
宝
映
画

〃

〃

お
ね
だ
り
、
た
ち
ま
ち
、
ど
ス
ケ
ベ
三
昧

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

痴
漢
人
生
模
様

車
内
で
連
結

新
東
宝
映
画

告

示

自
動
車
税
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
の
委
託
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
一

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え

八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公

告

製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
六
百
六
十
九
号

自
動
車
税
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
の
委
託
（
令
和
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一
の
表
中

改
め
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
七
十
号

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

令
和
三
年
十
二
月
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

目

次

令

和

三

年

（ 金 曜 日 ）

第

二

六

五

号

十

二

月

三

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
佐
伯
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
三
年
十
二
月
三
日

一

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）



大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
三
年
十
二
月
一
日
現
在
で
大
分
県
議
会
議
員
及

び
大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
総
数
の
五
十
分
の

一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
十
二
月
三
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の

一
の
数

一
九
、
一
二
一
人

二

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

二
一
九
、
五
〇
六
人

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）

大

分

市

一
三
二
、
四
七
三
人

別

府

市

三
一
、
九
九
四
人

中

津

市

二
二
、
八
七
八
人

日

田

市

一
七
、
七
九
六
人

佐

伯

市

一
九
、
八
四
六
人

臼

杵

市

一
〇
、
七
四
一
人

津

久

見

市

四
、
八
九
一
人

竹

田

市

六
、
〇
二
三
人

豊

後

高

田

市

六
、
二
三
三
人

杵

築

市

八
、
〇
〇
五
人

宇

佐

市

一
五
、
三
〇
九
人

豊

後

大

野

市

九
、
九
七
〇
人

由

布

市

九
、
四
四
一
人

国
東
市
・
姫
島
村

八
、
四
一
〇
人

日

出

町

七
、
八
四
五
人

九
重
町
・
玖
珠
町

六
、
八
三
三
人

〇
公

告

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
製
菓
衛
生
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

試
験
日
時

令
和
四
年
三
月
四
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
正
庁
ホ
ー
ル

た
だ
し
、
受
験
者
数
に
よ
っ
て
会
場
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。

三

受
験
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

１

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
（
法
附
則
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
に
お
い
て
一
年
以
上
製
菓
衛
生
師
と

し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
も
の

２

学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
二
年
以
上
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
た
も
の

３

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日
時
点
に
お
い
て
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
て
い
た
者
（
学
校
教
育
法

二

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
公
告
）

令
和
三
年
十
二
月
三
日



第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
た
期
間
が
三
年
を
超
え

て
い
る
も
の

四

試
験
科
目

１

衛
生
法
規

２

公
衆
衛
生
学

３

食
品
学

４

食
品
衛
生
学

５

栄
養
学

６

製
菓
理
論
及
び
実
技

五

試
験
科
目
の
一
部
免
除

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
菓
子
製
造
技
能
士
で
、

試
験
科
目
の
免
除
を
願
い
出
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
試
験
科
目
の
う
ち
製
菓
理
論
及
び
実
技
を
免
除
す

る
。

六

問
題
数
及
び
出
題
形
式

六
十
問

四
肢
択
一
式

七

受
験
願
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

１

受
付
期
間

令
和
四
年
一
月
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
二
月
一
日
（
火
曜
日
）
ま
で
と
す
る
（
日
曜
日
及
び

土
曜
日
を
除
く
。
）
。

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、
「
製
菓
衛
生
師
試
験
願
書
在
中
」
と
朱
書
の
上
、
県
保
健
所
、
保
健
部
又

は
大
分
県
生
活
環
境
部
食
品
・
生
活
衛
生
課
ま
で
書
留
郵
便
で
送
付
す
る
こ
と
（
郵
送
で
の
申
込
み
の

場
合
は
、
令
和
四
年
二
月
一
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
る
。
）
。
ま
た
、
受
験
願
書
の
提

出
は
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
又
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

２

受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

八

受
験
願
書
の
提
出
先

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

大
分
市
内
に
あ
っ
て
は
、
大
分
県
生
活
環
境
部
食
品
・
生
活
衛
生
課
に
提

出
す
る
こ
と
。

大
分
市
外
に
あ
っ
て
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
保
健
所
又
は
保
健
部
に
提

出
す
る
こ
と
。

県
外
に
住
所
を
有
す
る
者

大
分
県
生
活
環
境
部
食
品
・
生
活
衛
生
課
（
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番

一
号

郵
便
番
号
八
七
〇
―
八
五
〇
一
）
に
提
出
す
る
こ
と
。

九

提
出
書
類

１

受
験
願
書
（
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
規
則
第
六
十
三
号
）
第
一
号
様

式
）

２

次
の
受
験
資
格
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

㈠

受
験
資
格
１
に
該
当
す
る
者

都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
に
お
い
て
一
年
以
上
製
菓
衛
生
師
と
し
て
必

要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
当
該
製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
の
長
の
証
明
書

㈡

受
験
資
格
２
に
該
当
す
る
者

二
年
以
上
菓
子
製
造
業
の
実
務
に
従
事
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則

第
二
号
様
式
）

㈢

受
験
資
格
３
に
該
当
す
る
者

三
年
以
上
菓
子
製
造
業
の
実
務
に
従
事
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則

第
二
号
様
式
）

３

職
業
能
力
開
発
促
進
法
の
規
定
に
よ
る
菓
子
製
造
技
能
士
で
、
試
験
科
目
の
免
除
を
願
い
出
る
も
の

は
、
技
能
検
定
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

４

写
真
（
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
上
半
身
、
脱
帽
で
正
面
を
撮
影
し
た
も
の
（
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
・
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
、
受
験
願
書
上
の
空
白

部
分
に
貼
付
す
る
こ
と
。
）
一
枚

５

製
菓
衛
生
師
試
験
通
知
書
（
受
験
票
）
（
六
十
三
円
郵
便
は
が
き
の
表
に
受
験
者
の
郵
便
番
号
、
住

所
及
び
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

６

試
験
結
果
通
知
用
封
筒
（
定
形
規
格
の
も
の
。
宛
先
欄
に
受
験
者
の
郵
便
番
号
、
住
所
及
び
氏
名
を

記
入
し
、
八
十
四
円
切
手
を
貼
付
す
る
こ
と
。
）

十

受
験
手
数
料

九
千
四
百
円
（
願
書
提
出
の
際
納
入
す
る
こ
と
。
郵
便
で
申
込
み
の
場
合
は
、
現
金
書
留
又
は
普
通
為

替
証
書
で
納
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
一
旦
納
入
し
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。
）

十
一

そ
の
他

１

試
験
日
前
ま
で
に
、
受
験
資
格
が
あ
る
と
認
め
た
者
に
対
し
て
、
受
験
番
号
を
記
入
し
た
製
菓
衛
生

師
試
験
通
知
書
（
受
験
票
）
を
送
付
す
る
の
で
、
試
験
当
日
必
ず
持
参
す
る
こ
と
。

２

受
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
県
保
健
所
、
保
健
部
又
は
大
分
県
生
活
環
境
部
食
品
・
生
活
衛
生
課

に
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
験
願
書
等
の
送
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
郵
便
番
号
、
住
所
及
び
氏
名
を
記
入
し
た
返
信

用
定
形
封
筒
を
同
封
（
九
十
四
円
切
手
を
貼
付
す
る
こ
と
。
）
の
上
、
大
分
県
生
活
環
境
部
食
品
・
生

令
和
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年
十
二
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三
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活
衛
生
課
へ
請
求
す
る
こ
と
。

ま
た
、
電
子
メ
ー
ル
で
の
問
合
せ
は
、a13910@

p
ref.oita.lg

.jp

に
行
う
こ
と
。

３

試
験
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
受
験
者
に
対
す
る
要
請
事
項
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
生
活
環
境
部

食
品
・
生
活
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
s://w

w
w
.p
ref.oita.jp

/sosh
ik
i/13900/seik

a.

h
tm
l

）
等
に
お
い
て
周
知
を
行
う
。

四

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
三
年
十
二
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三
日


